
障害福祉サービス利用料金表 

 

 厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額（下表の１割が利用負担額）(１単位：１０円)  

 

【居宅介護支援】  

イ 居宅における身体介護 

３０分未満 ３０分以上  

１時間未満 

１時間以上  

１時３０分未満 

１時間３０分以上  

２時間未満 

２５５単位 ４０２単位 ５８４単位 ６６６単位 

２時間以上  

２時３０分未満 

２時間３０分以上 

３時間未満 

３時間以上  

（９１６単位に３０分増す毎に） 

７５０単位 ８３３単位 ８３単位 

 

ロ 通院等介助(身体介護を伴う場合) 

３０分未満 ３０分以上  

１時間未満 

１時間以上  

１時３０分未満 

１時間３０分以上  

２時間未満 

２５５単位 ４０２単位 ５８４単位 ６６６単位 

２時間以上  

２時３０分未満 

２時間３０分以上  

３時間未満 

３時間以上  

（９１６単位に３０分増す毎に） 

７５０単位 ８３３単位 ８３単位 

 

ハ 家事援助 

３０分未満 ３０分以上 

４５分未満 

４５分以上 

１時間未満 

１時間以上 

１時間１５分未満 

１０５単位 １５２単位 １９６単位 ２３８単位 

１時間１５分以上 

１時間３０分未満 

１時間３０分以上  

（３０９単位に１５分増す毎に） 

 

２７４単位 ３５単位  

 

ニ 通院等介助(身体介護を伴わない場合) 

３０分未満 ３０分以上 １時間未満 

１０５単位 １９６単位 

１時間以上  

１時３０分未満 

１時間３０分以上  

（３４３単位に３０分増す毎に） 

２７４単位 ６９単位 

 

ホ 通院等乗降介助・・・１０１単位  



・初回加算（初回のみ月１回）２００単位・緊急時対応加算（月２回限度）１回につき１００単位・特別地域

加算、所定単位数の 15％を加算、中山間地区等に居住しているものに対してサービスの提供が行われた時    

（注１） 特定事業所加算（Ⅱ）所定単位に１０％加算されます。  

（注２） 身体拘束廃止未実施減算（①身体拘束等の記録②委員会の定期開催③指針の整備④研修を実施）を講

じていない場合-5 単位/1 日 

（注３） 介護職員処遇改善加算（Ⅰ）１月あたりの総単位数に２７.４％加算されます。 介護職員等特定処

遇改善加算（Ⅰ）１月あたりの総単位数に７％加算されます。 ベースをアップ等支援加算１月あた

りの総単位数に 4.5%加算されます。 

（注４） 夜間・早朝加算…夜間(午後６時から１０時まで)又は早朝(午前６時から午前８時まで)に サービス

を実施した場合、所定単位に２５％加算されます。深夜 10 時から午前 6 時までサービス実施した場

合所定単位に 50％加算されます。 

 

【重度訪問介護】 

１時間未満 １時間以上 

１時間３０分未満 

１時間３０分以上 

２時間未満 

２時間以上 

２時間３０分未満 

１８５単位 ２７５単位 ３６７単位 ４５８単位 

２時間３０分以上 

３時間未満 

３時間以上 

３時間３０分未満 

３時間３０分以上 

４時間未満 

４時間以上８時間未満 

(８１７単位３０分増す

毎に) 

５５０単位 ６４０単位 ７３２単位 ８５単位 

・初回加算（初回のみ月１回）２００単位 ・緊急時対応加算（月２回限度）１回につき１００単位・移動介護

加算・移動介護の実施時間数に応じて加算・移動介護緊急時支援加算、１日につき２４０単位 ・特別地域

加算、所定単位数の 15％を加算、中山間地区等に居住しているものに対してサービスの提供が行われた時 

（注１） 特定事業所加算（Ⅱ）所定単位に１０％加算されます。 

（注２） 重度障害の方については上記単位に１５％が加算されます。 障害程度区分６に該当する方について

は上記単位に８.５％加算されます  

（注３） 身体拘束廃止未実施減算（①身体拘束等の記録②委員会の定期開催③指針の整備④研修を実施）を講

じていない場合-5 単位/1 日 

（注４） 介護職員処遇改善加算（Ⅰ）１月あたりの総単位数に２０％加算されます 介護職員等特定処遇改善

加算（Ⅰ）１月あたりの総単位数に７％加算されます 

ベースアップ等支援加算１月あたりの総単位数に 4.5%加算されます。 

（注 3）夜間・早朝加算…夜間(午後６時から１０時まで)又は早朝(午前６時から午前８時まで)に サービスを

実施した場合、所定単位に２５％加算されます。深夜 10 時から午前 6 時までサービス実施した場合

所定単位に 50％加算されます。 

※事業者が利用者に代わり市町村から受領した介護給付費の額については、利用者に通知します。 


